
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「被扶養者資格再確認」とは？ 

 健康保険の被扶養者は、法令で毎年一定の期日を定

め確認することとされています。協会けんぽ加入事業

者には、令和５年度分の書類が、令和５年 10 月下旬

から 11月上旬にかけて順次発送されます。 

◆提出期限までに事業者がすべきことは？ 

 提出期限は、令和５年 12 月８日（金）です。期限

までに、自社の被保険者に対して、令和５年９月 16

日現在の被扶養者（４月１日時点で 18 歳未満の方、

４月１日以降に被扶養者になった方、任意継続被保険

者の被扶養者は対象外）について、文書等により被扶

養者の要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況

リストに結果を記入します。 

別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者

については厳格な方法による再確認が必要となるた

め、協会けんぽから送られてくる被扶養者状況リスト

に同封の被扶養者現況申立書を記入し、確認書類とと

もに提出します。 

◆「年収（130万円）の壁」対応の内容は？ 

 政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、

年収が130万円以上であっても人手不足による労働時

間延長等に伴う一時的な収入増加である場合、その旨

の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定

を可能とする方針が示されました。 

 そのため、上記に該当することが確認できた場合は、

被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをした

うえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明と併

せて提出します。所得証明書等を提出する必要はあり

ません。 

なお、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長

等に伴う一時的な収入増加でない場合は、事業主証明

の提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場のハラスメントは、企業にとっても職場秩序の

乱れや貴重な人材の損失、社会的評価にも悪影響を与

えるなど大きな問題となりかねません。また、職場内

でのハラスメントだけでなく、就職活動中の学生など

の求職者やインターンシップへのハラスメントなど

にも積極的に取り組むことが望まれます。 

◆職場のパワーハラスメントとは 

令和４年４月から、パワハラ防止措置が義務化されま

した。 

職場におけるパワーハラスメントは、職場において行

われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③

労働者の就業環境が害されるものであり、①から③ま

での 3つの要素をすべて満たすものをいいます。 

◆職場のセクシュアルハラスメントとは 

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、「職場」

において行われる「労働者」の意に反する「性的な言

動」により、労働者が労働条件について不利益を受け

たり、就業環境が害されることをいいます。「職場」

とは、労働者が通常働いているところはもちろん、出

張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会

なども職場に該当します。また、労働者」とは、正社

員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者など、

契約期間や労働時間にかかわらず、事業主が雇用する

すべての労働者をいいます。 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

12月は、職場のハラスメント撲滅月間です 今年度の被扶養者資格再確認における 

「年収（130万円）の壁」対応 


